
○ 前橋警察署

募集期間 令和６年４月２４日（水）～令和６年５月１０日（金）

勤 務 所 属 前橋警察署会計課

勤 務 地 前橋市総社町一丁目９番地３
（自家用車通勤可・駐車場有料）

勤 務 時 間 ８：３０～１７：１５まで（休憩時間６０分）
週５日、７時間４５分（休日：土曜日、日曜日、祝祭日）

募 集 人 員 １名（育休代替）

任 用 期 間 令和６年７月１日から令和７年３月３１日まで
※ 採用後、原則として１月間は条件付採用期間とします。

業 務 内 容 会計課関係業務
主な担当業務

・窓口対応

・エクセル、一太郎を使用しての書類作成

・書類整理

・電話対応

・その他事務業務全般

募 集 対 象 エクセル・一太郎等パソコン操作可能な方を希望
※ 下記に該当する方は、応募できませんのでご了承ください

・ 地方公務員法第１６条に該当する人

（下記のいずれかに該当する人）

・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受

けることが無くなるまでの人

・ 群馬県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２

年を経過しない人

・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

給 与 月額 １６６，６００円

応 募 方 法 ハローワークに直接申し込んでください。

〒３７１－８５８０ 前橋市大手町１－１－１
連 絡 先 群馬県警察本部警務部警務課 警察官採用推進室

０２７－２４３－０１１０（内線２６５３）
０１２０－４４９８０３（採用フリーダイヤル）

そ の 他 ・ 応募の秘密については遵守いたします。
・ 採用者にあっては、地方公務員法の適用を受けます。任
用期間後については、勤務成績が良好で一定条件を満たし
た場合、再度任用されることもあります（最長３年）


